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9１ 

〔論文〕

フランス連結会計基準の国際的調和（６）
－税効果会計（３）－

大下勇

②税法の適用だけのために行なわれた

会計処理の影響の除去を目的とする再

処理

（以上第36巻第３号）

③繰延税金の会計処理から生ずる再処

理

ｌ）個別会計における税効果会計の導

入

２）連結会計における税効果会計の導

入

３）プラン・コンタプル・ジェネラル

の1986年連結規定における税効果会

計の方法

４）専門会計士・認許会計士協会の

1987年２月勧告書における税効果会

計の方法

５）商法会計規定と税効果会計の導入

（以上第37巻第２号）

６）国家会計審議会の1990年文書第９１

号における税効果会計の方法

７）ＩＡＳＣ公開草案Ｅ49号に対するフ

ランスの回答

８）1998年のＰＣＧ改訂連結規定

（以上第37巻第３号）

９）若干の考察

１０）繰延税金処理の事例分析

（以上本号）

１．はじめに

２．国際的調和化に対するフランス会計制度の

スタンス

（１）経済活動の国際化と財務・会計情報の

ニーズ

（２）国際的調和化への連結計算書類による

対応

３．フランス連結会計基準

（１）連結範囲の決定基準

（２）作成免除（連結免除）

（３）連結禁止・連結放棄

（以上第35巻第４号）

（４）連結範囲に関する事例

①支配力基準

②下位連結免除

③重要性の基準

④活動の性質が著しく異なる企業の除

外

（５）1998年12月のプラン・コンタブル連結

会計規定の改正

①重要性の基準

②活動の性質が著しく異なる企業の除

外

（６）連結会計の基本原則

①連結会計の一般原則

②連結決算日

（以上第36巻第２号）

（７）個別計算書類の再処理

①定義

②再処理の事例

③Carrefour社の再処理とその影響

④Carrefour社の再処理に見られる税

法の影響

（８）個別計算瞥類の義務的再処理

①同質性の再処理

③繰延税金の会計処理から生ずる再処理

９）若干の考察

（a）繰延税金資産・負債の認識

繰延税金資産・負債の認識に関して，国家会計

Hosei University Repository



9２ 

審議会（ＣＮＣ）1990年文書第91号および'998年

プラン・コンタブル（PＣＧ）改訂連結規定とＩＡＳ

新・旧第12号とを比較検討してみたい。

ＩＡＳ１日12号との比較

文書第91号('）とＩＡＳ旧12号(2)における繰延

税金資産・負債の認識スタンスを比較したものが

第１図表である。

（１）国家会計審議会1990年文書第91号と

第１図表文轡第91号とｌＡＳ旧12号における繰延税金資産・負債の認織

<繰延税金資産＞〈繰延税金負債〉

文瞥第91号ＩＡＳ旧12号ＩＡＳ旧12号文書第91号

屏小Ｉ
ＥｉＭＷ１ 

ｌ－ＬｊＵ 
－ 

卜脾

その実現が合理的に

予期できるもの

相当の期間に解消

しない合理的根拠が

ある期間差異

(筆者作成）

ＩＡＳ|日12号では，税効果会計はすべての期間

差異に対して適用されなければならない（par､43)。

ただし，特定の期間差異が「将来の相当の期'１１]内

(少なくとも３年間）に解消しないと判断される合

理的根拠がある場合（wheretherewasreasonable

evidencethattimingdifferenceswouldnotreverse 

forsomeconsiderableperiodahead)」には，当該

期間差異に係る税効果を除外することができる

(par､43)。

つまりＩＡＳ旧12号は，この一定の場合に繰延

税金資産・負債を認識してもしなくても良いが

(計上許容)，それ以外の解消しないと判断される

合理的根拠がなくその実現が合理的に予期できる

場合には，必ず計上しなければならない（計上強

制）というスタンスをとっている。

これに対して，文轡第91号では，繰延税金安産

の純残高は課税所得に対する賦課によりその厄|収

の可能性が予想できる場合にのみ計上してもよく

(計上許容)，それが予想されない場合には計上で

きない（計上禁止）と解される。また，繰延税金

負債の純残高は関係企業が税務上赤字でありかつ

その将来の課税所得への賦課の蓋然性が低い多額

の税務上の繰越欠損金を有する場合には，認識し

ないことができるし認識することもできる（計上

許容)'３１゜つまり，文書第91号は，繰延税金資産

と繰延税金負債の計上スタンスを変えており，後

者に比べて前者の計上を制限しているのが明らか

である。また，文書91号はIAS旧12号の繰延税

金資産の計上スタンスに比べてより慎重なものに

なっている。

第２図表税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の

認識

<繰延税金資産〉

文書第91号ＩＡＳⅡ]12号

「

口
』

「
引
回
刈
劉
川
］
「
し
当
仙
山
‐
二

Ｆ
‐
尉
川
隣
艸
」
Ｆ
‐
叶
川
睦
叶
」 -し

(筆者作成）

さらに，税務上の欠損金から発生する繰延税金

資産については，ＩＡＳ旧12号は，一定の場合を

効果実現に必要な将来の課

税所得が十分に見込まｵしる

ことが合理的に疑問の余地

がない場合

繰延税金負債残高に相当す

る額で有効使用期間内に解

消できるもの

|iiilliill 
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除き，それが実現する事業年度まで純利益の計算に対する賦課の蓋然性が高い限りにおいて計上」

に算入してはならない（par47)。しかし，次のできると規定しており，法令により計上が制限ざ

場合には純利益の計算に含めることができる。れている'51.

・繰越欠損金の効果が実現するために必要な将従って，いずれも慎重な計上スタンスをとって

来の課税所得が十分に見込まれることが合理おり，期間差異に係る繰延税金資産の計上基準と

的に疑問の余地がない場合（wheretherewas異なる基準を設定して，期間差異に係る繰延税金

assurancebeyondanyreasonabledoubtthatfu‐資産に比べてその計上を制限していることが明ら

turetaxableincomewouldbesufficienttoallowかである゜

thebenefitofthelosstoberealise｡）（par､48)。以上のように，期間差異に対する繰延税金資産

・上記の条件が満たされない場合には，繰延税の認識については，ＩＡＳ旧12号と文書第91号と

金貸方純残高を限度に含めることができる。では計上スタンスが異なり，文書第91号の方がよ

その場合の繰延税金の貸方残高は，当該繰越U慎重な姿勢であることが明らかである。また，

、欠損金の税務上の効果が有効に使用されうる税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の認識は

期間内に，解消されまたは解消されうるものいずれも同じスタンスをとっており，期間差異と

でなければならない（par､49)。異なる基準を用いて繰延税金資産の計上を制限し

国家会計審議会1990年文書第91号においては，ていると考えられる。

税務上の繰越欠損金は，将来の課税所得からのそ

れらの賦課の蓋然性が高いときに限って，あるぃ（２）1998年プラン・コンタブル（PＣＧ）

は繰延税金負債からのそれらの賦課がその期間を改訂連結規定とＩＡＳ新12号との比較

考慮して可能である時にのみ税効果を認識でき1998年ＰＣＧ改訂連結規定１６）とＩＡＳ新12号(7)

る(41。また，税務上の繰越欠損金に係る繰延税金における繰延税金資産・負債の認識スタンスを比

資産は，1986年２月17日デクレ第１条（1967年3月較したものが第３図表である。

23日デクレ第248-11条に収容）で，「将来の課税利益

第３図表1998年ＰＣＧとＩＡＳ新12号における繰延税金資産・負債の認識

〈繰延税金資産〉〈繰延税金負俄〉

９８年ＰＣＧＩＡＳ新12号ＩＡＳ新12号９８年ＰCＧ

昭１ I 關

悶

誕圃[一時「

厩． ￣ 

， 

Ｌ 

(筆者作成）

ＩＡＳ新12号では，企業は一定の例外を除き，

すべての一時的差異について繰延税金負債または

(一定の条件の下で）繰延税金資産を認識しなけれ

ばならない（計上強制)。

すなわち，繰延税金資産は，一定の例外を除き，

将来，減算一時的差異を利用できる課税所得が生

ずる「蓋然性が高い（probable)」範囲内で，す

べての減算一時的差異について認識しなければな

らない（par､24)。また，繰延税金負債は，一定

の除外を除き，すべての一時的差異について認識

将来，減算一時的差

異を利用できる課税

所得が生ずる蓋然性

が満い

上記以外のものと－

定の例外

一定の例外を除

きすべての加算

一時的差異に係

る税効果

一定の例外

Hosei University Repository



9４ 

しなければならない（par､15)。

このように，新12号は旧12号で認められていた

計上許容を廃止し，一定の例外を除き，繰延税金

資産においては一定の条件の下，繰延税金負債に

おいてはすべての一時的差異について計上を強制

している。

これに対して1998年ＰＣＧ改訂連結規定では，

繰延税金資産は，その回収の「蓋然性が高い

(probable)」場合にのみ計上を許容している。そ

れ以外の場合には，繰延税金資産の計上は禁止さ

れていると解される。また，繰延税金負債は，一

定の例外を除きすべてを計上しなければならない。

従って，1998年ＰＣＧは，繰延税金資産につき計

上スタンスを変えておらず，また繰延税金負債に

ついては計上許容を廃止し，一定の例外を除きす

べて計上を強制している卿。

このように1998年ＰＣＧ改訂連結規定では，ＩＡＳ

に比較して，繰延税金資産の認識においては依然

として慎重な計上スタンスが堅持されており，他

方，繰延税金負債はIASと同様の計上スタンス

に変わっていると解される。

従前と同じスタンスから，税務上の欠損金から発

生する繰延税金資産の計上を一定の条件の下で許

容している〈，)。

以上，繰延税金資産・負債の認識に関して，国

家会計審議会1990年文書第91号および1998年プラ

ン・コンタブル（PCG）改訂連結規定とIAS新・

旧第12号とを比較検討した。

ＩＡＳ新12号の計上スタンスは，概念的フレー

ムワークにおける資産・負債の定義，認識基準お

よび一定の前提から導きだされるものと考える。

すなわち，国際会計基準委員会（IASC）「財務諸

表の作成表示に関する枠組み（Frameworkfor

thepreparationandpresentationoffinancialstAte‐ 

ments)」（1989）によれば，資産とは「過去の事

象の結果として特定の企業が支配し，かつ将来の

経済的便益が当該企業に流入すると期待される資

源」をいい，負債とは「過去の事象から発生した

特定の企業の現在の義務であり，これを履行する

ためには経済的便益を有する資源が当該企業から

流出すると予想されるもの」（par､49）をいう。

そして，貸借対照表上資産として計上されると

きには（資産の認識基準)，その将来の経済的便益

が企業に流入する蓋然性が高くかつ資産が信頼性

をもって測定することができる原価または価値を

有することが必要であり（par､89)，負債として

計上されるときには（負債の麗識基準)，履行によ

り経済的便益を有する資源が企業から流出する蓋

然'性が高くかつ弁済が行なわれる金額が信頼性を

もって測定されることが必要である（par､91)。

そこには「報告企業が資産または負債を認識す

るときにその資産または負債の帳簿価額の回収ま

たは決済を期待するのは当然のことである」（IAS

新12号「目的｣）と述べているように，貸借対照表

上の資産または負債の帳簿価額は将来回収または

決済されることが前提とされている。この期待を

前提として，その資産または負債の貸借対照表計

上額が将来の期に回収または決済されたときにそ

の期の課税所得から減算される一時的差異を「減

算一時的差異」と呼び，この減算一時的差異に関

連して将来の期に回収されることとなる税額を

｢繰延税金資産」と呼ぶのである。そしてその際

の回収の条件が，資産認識基準に基づき，「将来

減算一時的差異を利用できる課税所得が生ずる蓋

第４図表税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の

認織

<繰延税金資産〉

1998年ＰＣＧＩＡＳ新12号

關糺

FM]屏息
(筆者作成）

さらに，税務上の欠損金から発生する繰延税金

資産について，ＩＡＳ新12号は，将来その使用対

象となる課税所得が稼得される蓋然性が高い範囲

内で，これを認識しなければならないとしている

(par84Lこの税務上の繰越欠損金に係る繰延税

金資産の計上基準は，減算一時的差異から生ずる

繰延税金資産の計上基準と同一である。

これに対して1998年ＰＣＧ改訂連結規定では，

将来その使用対象と

なる課税所得が稼得

される蓋然性が高い

もの

上記以外

Hosei University Repository



9５ 

然性が高い」という条件なのである。

また，この期待を前提として，その資産または

負債の貸借対照表計上額が将来の期に回収または

決済されたときにその期の課税所得に加算される

一時的差異を「加算一時的差異」と呼び，この加

算一時的差異に関連して将来の期に課せられる税

額を「繰延税金負債」と呼ぶのである。ただし，

繰延税金負債には，繰延税金資産の場合に課せら

れた回収の条件に相当する条件はない。負債の認

識基準からすれば，「すくなくとも加算一時的差

異の解消により課税所得が生ずる蓋然性が高い」

という条件を課するのが論理的である。その理由

は，その解消時に多額の欠損金が存在する場合に

は，課税所得が生じない可能性があるからである。

このように，ＩＡＳ新12号における取り扱いは，

概念フレームワークの資産・負債の定義と認識基

準，さらには計上資産・負債の回収または決済の

期待の前提から導かれたものであり，そこには若

干の整合性の欠如が見られるものの，計上しても

しなくてもよいという暖昧な取り扱いは存在しな

い。資産・負債の定義をクリアーしたものがその

認識基準を充足するときには必ず資産・負債とし

て貸借対照表に計上しなければならないのである。

これに対してフランスの場合は，ＩＡＳのよう

な資産・負債の定義および認識基準からの帰結で

はなく，また前述のような期待の前提も存在しな

い。むしろそれはアングロ・サクソン型会計にお

いて考案された税効果会計の国際的調和に，フラ

ンスの伝統的会計の枠組みの中でいかに対応する

ｶﾕの観点から展開されてきたと考えられるので

ある。

フランスの姿勢は，繰延税金資産の認識におけ

る慎重な計上と繰延税金負債の認識における積極

的な計上の両スタンス（保守的会計）に現われて

おり，特に一定の条件の下でのみ繰延税金資産の

計上を許容するという一貫したスタンスは，一方

では商法会計の枠組みの中で偶発性を有する繰延

税金資産に対処し，他方では同時にIASとの調

和を図ろうとする意図が見いだされる。ここに国

際的調和へのフランス的対応を見いだすことがで

きると考えるのである。

次に，繰延税金資産・負債の測定方法について，

フランスとＩＡＳとを比較したものが第５図表で

ある。

すでに検討したとおり，1998年ＰＣＧの改訂ま

では，フランスでは繰延法と損益計算轡負債法い

ずれの方法も認められており，旧IAS１２号と調

和していた。ＩＡＳ１２号の改訂後もこれに対応す

る形で1998年ＰＣＧの連結規定における税効果会

計の方法が改訂されており，この意味で，フラン

スは常にIASと調和のとれた方法を採用してき

たといえる。

第５図表繰延税金資産・負債の測定方法

（鋪者作成）

ＩＡＳ新旧12号における負債法の採用は次の理

由からである。すなわち，前述の減算一時的差異

および加算一時的差異に関連して将来の期に回収

または課せられる税額を繰延税金資産または繰延

税金負債とするのであるから，将来のその時点の

税規則・税率が問題になるのはいわば当然である。

そこには，将来の税節約また税支出の形で生ずる

キャッシュフローを重視する考え方が存在して

いる。

さらに，ＩＡＳ新12号における貸借対照表負債

法への移行は，将来のキャッシュフロー重視の考

えをさらに追及したものといえる。すなわち，従

フランス 使用できる方法 使用できる方法 IＡＳ 

1986年PCＧ

1987年ＯECCA

勧告轡

1990年ＣＮＣ

文書第91号

．繰延法

･損益計算書負債法

･損益計算轡負債法

･損益計算書負憤法（優先的方法）

.繰延法

．繰延法

･損益計算轡負恢法

|日12号

(1979年）

1998年ＰCＧ ･貸借対照表負債法 ･貸借対照表負償法
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来の財務会計利益と課税所得との差異（期ＩｌＩｊ差異）

に基づく損益計算書負債法は，資産の再評価のケー

ス等の様に評価差額を損益計上せず直接資本計上

する取引に対しては機能しない。また，期間差異

は経営者の恐意的な操作から生ずる可能性もある。

これに対して，貸借対照表負債法は，財務会計

上の資産・負債の価額と税務会計上のそれら価額

との差異に基礎をおく。しかも，貸借対照表計上

の資産または負債の帳簿価額は将来回収または決

済されるという期待が前提とされている。この方

法により，税節約または税支出の形で将来のキャッ

シュフローに影響する差異はすべて考慮されるこ

とになるのである。フランスでは前述のとおり，

この期待の前提は商法会計の観点から受け入れ困

難と見られ，とりわけ繰延税金資産の計上には慎

重なスタンスが堅持されている。

10）繰延税金処理の事例分析

最後に，繰延税金処理に関する事例を分析して

みたい。

第６図表は，フランス大企業の1996年の年次報

告書における連結計算書類から，繰延税金処理に

関する事例で特徴的な会社を挙げたものである。

準拠した会計基準により，フランス基準準拠企業

5社，フランス基準一IAS準拠企業３社，ＵＳ基

準準拠企業３社を取り上げた。

（a）Bouygues社における繰延税金の処理

まず,Bouygues社（フランス基準）を例にとっ

て，繰延税金の処理を分析してみよう。

第７－１図表Bouygues社の繰延税金資産（百万フラン）

注記：調整勘定および類似の勘定１９９５ 1994 

･借方

.繰延税金資産

注記１に示すとおり，種々の残存期間差異から生ずる繰延税金資産は，

近い将来での回収の可能性を考慮している（ほぼ全体で３年未満の期間)。

繰延税金資産の80％以上は通常の税率（フランス）による課税に係るも

のであり，主としてBouygues社に関している（注記１参照）

460 431 

第７－２図表Bouygues社の繰延税金負債（百万フラン）

注記６：危険・費用引当金

性質別内訳：

19951/１連結範囲の変更換算差異繰入取崩振替１９９５１２/3１

繰延税金 (3)９１（25） 464 1７ 544 

繰延税金負債引当金：５４４

期間差異および連結の再処理に基づく正味繰延税金負債（注記１参照）：３２５

参加証券の評価差額として認識された繰延税金：２１９

繰延税金負債の解消期限：主要部分は３年未満

(出所：1996年の年次報告書）

Bouygues社の1995年度連結貸借対照表上，借

方「調整勘定および類似の勘定（comptesderegu‐

larisationetassimiles)」の中に繰延税金資産（ｉｍ‐

p6tsdiff6r6sactif）460百万フラン（以下金額はす

べて百万フラン単位）の計上が見られる（第７－１

図表参照)。また，貸方「危険・費用引当金（pro‐

visionspourrisquesetcharges)」の中に繰延税金

負債544が計上されている（第７－２図表参照)。

同社の連結損益計算書には，「所得税」678が表

示されている。当該所得税の内訳は，国家に対す

る租税債務を表す要支払税金615,繰延税金負債

の正味繰入額66,繰延税金資産の増加額８，１９９６

年の予期される配当に係る税金５より構成されて

いる（第７－３図表参照)。

第７－２図表の繰延税金負債にはその期中変動

の内訳が示されている。それによれば，期首残高

Hosei University Repository
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第７－３図表Bouygues社の所得税（百万フラン）

成果計算響計上の当期純税金費用の内訳

注記１３：所得税

１９９５１９９４ 

フランス国外税金合計

一税務当局への要支払税金

一繰延税金負債正味繰入

一繰延税金資産

-96年に予期される分配に係る税金

(495） 

（80） 

＋８ 

（１） 

（120） 

＋１４ 

／ 

（４） 

（667） 

＋２９ 

＋190 

（５） 

(615） 

（66） 

＋８ 

（５） 

連結税金費用 (568）（110）（678）（453） 

(出所：1996年の年次報告瞥）

464，これに連結範囲の変更による影響十17,換

算差異による影響－３，繰入＋91,取崩一25を加

味して期末544に至ることが明らかにされている。

このうち，連結範囲の変更による影響十17と換算

差異による影響－３は自己資本に計上されるのに

対して，残りの繰入十91と取崩一25が損益に計上

され，この結果繰延税金負債の変動による所得税

の増加額は＋66となる。これが第７－３図表に示

す繰延税金負債の正味繰入額66である。

第７－１図表からは繰延税金資産の期首残高

431,期末残高460,年度変動額十29が明らかとな

るが，その内訳は不明である。第７－３図表にお

ける繰延税金資産の増加額８から，年度変動額十

29のうち損益に計上されたものが８，残りの21は

自己資本に計上されたことが推察される。

以上をまとめれば第７－４図表の形に整理でき

る。当期変動額の損益計上正味残高（58）が，第

７－３図表に示された1996年の予期される配当に

係る税金（５）とともに当期要支払税金（615）

に加算され，当期の税金費用（678）が算出され

るのである。

・財務会計利益と課税所得との差異（期間差異)：

主として税務上損金とならない引当金，

・連結の再処理により生ずるもの（子会社引当

金，再処理，特別償却)，

．近い将来（ほぼ全体で３年未満）に回収される

現実的可能性を持つ税務上の繰越欠損金，

．近い将来，譲渡の可能性の高い資産の評価差

額，

である。税法上認められた法定引当金や特別償却

は連結会計上すべて消去されることから，フラン

ス企業においては，これらに対して多額の繰延税

金負債が認識されている。Bouygues社では，繰

延税金資産に係る期間差異および税務上の繰越欠

損金は３年未満に回収可能なものについてのみ税

効果が認識されている。また，繰延税金負債に係

る期間差異についても，主要部分は３年未満に解

消されるものについて税効果を認識している。

繰延税金負債の期末残高544の内訳は，期間差

異および連結再処理に対するものが325,参加証

券に係る評価差額（子ＩＭＩ可能な譲渡）に対するも

のが219となっている。繰延税金資産の期末残高

は，関係する企業ごとに繰延税金負債と相殺した

上で，相殺しきれなかったものが計上されている。
第７－４図表繰延税金の計算（百万フラン）

（b）繰延税金資産計上の事例

（１）フランス基準準拠企業

前出第６図表によれば，フランス基準準拠の企

業では繰延税金資産の回収の確実性が強調されて

いる。これを次のように要約することができる。

すなわち，

・Bouygues；ほぼ３年未満に回収可能なもの。

・Alcatel-Alsthom；将来の成果が税金費用の

(錐者作成）

繰延税金資産・負債の発生原因は次のものから

なっている。すなわち，

繰延税金 期首残高
当期変動額

損益 資本
期末残高

繰延税金資産 431 ８ 2１ 460 

繰延税金負償 (464） 
(91） 

2５ 

(17） 

３ 
(544） 

正味残高 (33） (58） ７ (84） 
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存在を確かなものにする会社に

おいて認識されている。繰越欠

損金についてはその不確実な性

質を理由に実際の使用に対して

のみ計上される。

・Accor；繰越欠損金については，その合

理的な期間での回収が「ほぼ確

実（quasicertaine)」な限りにお

いてのみ計上される。

・ＨＡＶＡＳ；繰越欠損金については，その短

期的な成果の見込みが「十分な

確実性でもって（avecsuffisam‐

ment)」繰越欠損金の使用を考

慮させるものだけに計上される。

・PernodRicard；将来の課税所得へのそれら

の短期的な賦課の可能性が高い

限りにおいてのみ認識される。

このように，「蓋然性が高い（probable)」とい

う表現をさらに強めた「ほぼ確実｣，「十分な確実

性でもって」あるいは「実際の使用に対してのみ」

などの表現に，繰延税金資産の計上における慎重

な姿勢が見いだされる。

（２）フランス基準一IAS準拠企業

同様の点をフランス基準一ＩＡＳ準拠企業につ

いて見れば，前出第６図表に示すとおり同じよう

に慎重な計上姿勢が見受けられる。これを次のよ

うに要約することができる。

すなわち，

・Sain-Gobain；税務上欠損金の状態にある場

合，繰延税金資産は計上されて

いない。

・ＤＭＣ；その回収の蓋然`性が高い場合に

計上されている。税務上の繰越

欠損金に対する繰延税金資産は，

子会社の業繍の改善が将来の税

金からの回収を可能にする限り

において計上されている。不確

実な性質を理由に，繰越欠損金

に係る税効果はその使用の蓋然

性が高い限りにおいてのみ計上

している。

・Essilor；税務上の繰越欠損金から生ずる

繰延税金資産は，これら欠損金

が将来の所得に賦課されること

が「確実な（certain)」場合にの

み計上される。

このようにＩＡＳに対応した企業においても，

｢回収の蓋然性が高い限りにおいてのみ税効果を

認識する」というＩＡＳの認識基準に従いつつも，

Essilor社に見られるように「蓋然性が高い

(probable)」ものでなく「確実な（certain)」なも

のに計上を制限している企業もあり，繰延税金資

産の計上における,慎重なスタンスは変わっていな

いと見られるのである。なお，Essilor社は繰延

税金負債と相殺した結果，繰延税金資産を計上し

ている。

（３）ＵＳ基準準拠企業

さらに同様の点について，ＵＳ基準採用企業を

取り上げて見ると，前出第６図表に示すとおり，

すべてSFASlO9号に従いＢ／Ｓ負債法（貸借対

照表負債法）が採用された結果，興味深い点が示

されている。これを次のように要約できる。すな

わち，

・ｅｌｆ；ＳＦＡＳ１０９号の採用は繰延税金

資産の認識に関してより大きな

柔軟`性をもたらす。1993年度に

最初に適用したが，その時に

1,825百万フランの利益が増加

した。

・GroupBull；多額の税務上の欠損金があり，

これに対して6,365百万フランの

繰延税金資産が計上され，これ

に対して5,675百万フランの減価

引当金（評価性引当金）が設定さ

れ．これを控除した正味690百万

フランが繰延税金資産として計

上されている。

・ＴＯＴＡＬ；1993年以前はＰ／Ｌ負債法（損

益計算書負債法）を採用しており，

その時は，繰越欠損金に対して

繰延税金資産を認識しなかった。

また，いくつかの一時的差異に

係る繰延税金はその実現または

解消が確実でない限り計上しな

かった。しかし'993年度から

SFAS109号を採用しているが，
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その採用時に税効果会計の方法

の変更により824百フランの利益

増加が見られた。

つまり，SFAS109号では，すべての繰延税金

資産を認識した上で，実現しない可能性が50％を

超える部分につき評価'性引当金を設定するとい

うアプローチが採用されているため，elf社と

TOTAL社では多額の利益増加が見られ，リスト

ラ中のGroupBullでは繰越欠損金から多額の繰

延税金資産が発生しており，これに対して多額の

減価引当金が計上されたのである（第８図表参照)。

[注記］

（１）ConseilNationaldelaComptabilit６（CNCL 

Etatdesr6flexionsconcemantlam6thodologie 

relativeauxcomptesconsolid6es：impositions 

diff6r6es,DocumentNo91,ＳｕｐＰＪ５ｍｅＪｚｔａｕ６Ⅸルー

tmtrjmest（eムNo85-4otrimestrel990．

（２）InternationalAccountingStandardsCom‐ 

mittee（ＩＡＳＣ），DDterrtatjo"QlAccou"ting 

Standmwd（IAS）１２，AccoU"tingノbrmZJreso〃

mcor7ze,1979. 

（３）拙稿「フランス連結会計基準の国際的調和（５）

－税効果会計（２）－」法政大学経営学会「経営

志林」第37巻第３号（2000年10月)，４６頁参照。

（４）前出拙稿，４７頁参照。

（５）拙稿「フランス連結会計基準の国際的調和（４）

－税効果会計（１）－」法政大学経営学会「経営

志林」第37巻第２号（2000年７月)，４５頁参照。

（６）ConseilNationaldelaComptabilit6,ＡｖｉｓＮｏ 

９８－１０ｄｕｌ７ｄ６ｃｅｍｂｒｅｌ９９８relatifauxcomptes 

consolid6s,BuZ比tiJztrjmestrjel,No117-4otrimes‐

ｔｒｅ1998,ｐｐ､26-28．なお，本意見香は1982年プラ

ン・コンタブル（PＣＧ）の改訂に係るものであり，

1999年４月に1999年改訂プラン・コンタプルとし

て承認されている。

（７）InternationalAccountingStandardsCom‐ 

mittee，172t”"αtio"αlAccoLmtirzgStQndardI2 

（reUjsedI996),ｍｃｏｍｅｎｍｅｓ,1996. 

（８）前出拙稿「フランス連結会計基準の国際的調

和（５）_税効果会計（２）－」51-53頁参照。

（９）同拙稿，５２頁参照。

第８図表GroupeBuIlの繰延税金
所得税費用は次のように分析される

(百万フラン） 1995１９９４１９９３ 

繰越欠損金使用前の要支払税金ｕ

繰越欠損金の使用（10）

８２ 

(23） 

４１ 

(1) 

要支払税金合計

繰延税金費用（収益）

所得税費用（収益）

5９ 

４ 

１ 

(690） 

4０ 

１１ 

(689）６３５１ 

1995年12月31日時点の繰延税金資産の主要
榊成要素は次のとおりである：

(百万フラン）

マシン・ブル社の税務統合から生ずるもの

リストラ引当金

その他の危険費用引当金

繰越欠損金

（繰延べられたと見なされる

減価償却）

グループのその他の企業

繰越欠損金

一時的差異

（グループの米国子会社）

(フランス）：
４６４ 

２６４ 

1,712 

3,514 

４１１ 

繰延税金資産総額

減価引当金

正味繰延税金資産

60365 

(5,675） 

690 

1995年12月31日現在，繰延税金負債額は７１

百万フランである。

(出所：1996年の年次報告書）

繰延税金資産の計上スタンスにおけるフランス

と米国基準との差異は，elf社の「繰延税金資産

の認識におけるより大きな柔軟性」の表現が象徴

しているように，フランスとＩＡＳとの差異より

さらに大きいと見られる。

［未完］
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